
鉄道利用促進事業助成金の交付申請をされる方へ

手続きの手順

１．交付申請

きっぷ等購入の５日前（土日祝除く）までに都市計画課へ申請書（様式１）

と利用者名簿を提出してください。（５日前までの提出が難しい場合はご相

談ください。）

※都市計画課窓口持参，メール，ＦＡＸまたは郵送で申請を行ってくださ

い。

・メール送付先 tosi_kei@city.asahikawa.lg.jp

・ＦＡＸ送付先 0166-27-3466

２．交付決定

都市計画課より決定通知を郵送しますので，届き次第きっぷ等を購入し

てください。

※この際に報告書（様式６）と請求書（様式７）を同封いたします。

３．報告・請求

旅行後１０日以内（土日祝除く）に必要書類を添えて報告書（様式６）と

請求書（様式７）を都市計画課へ提出してください。

※報告書に添付していただくもの

①報告書下欄にきっぷ購入時の領収書（原本または写し）を添付してく

ださい。（領収書発行の際に，購入きっぷの種類及び枚数，利用区間，

購入金額を記載してもらってください。）

②報告書裏面に旅行先での集合写真又は宿泊先の領収書の写しなどを

添付してください。

③メールで報告する場合は，きっぷ購入時の領収書及び集合写真又は

領収書などの画像データを報告書の所定の位置に貼付けたうえで，

送信してください。

※提出方法については交付申請と同様です。

４．助成金交付

報告書などの確認が済み次第，市役所より指定口座へ助成金を振り込み

ます。

（裏面あります）



申請後に中止・変更する場合

旅行を中止する場合や申請内容（旅行日程，利用区間，人数など）を変更す

る場合は，助成金事業変更承認申請書（様式４）が必要となります。お電話で

お手続き可能な場合もありますので，ご相談ください。

【記載例】

【お問合せ先】

旭川市役所都市計画課（☎0166-25-9851）（平日９時～１７時）

〒070-8525 旭川市６条通１０丁目（旭川市第三庁舎）


